
１ １月２日より国 ータ ー ２５１０地区国

仕委員会タ ーが行われます。

留萌 から 会員と 会員が され

るそうです。しっかりと してきてくださ

い。

２ 日、私と 事、中出会員で 岡会員の

お いに旭川に行って りました。 で

は ンフ ン が 行しているため、 会

が出 ない で、会えずに帰って りまし

た。 事が 岡会員に ー したところ、

とても元 で にも できるのではと

言っていました。

・ より１２月会 と１月例会 を受

しました。

・一 社団法人留萌 年会 所様より新 の

い に対しての礼 を受 しました。

・下期の会員 を配布しました。

会員研修委員会　 　 　

　２年前に されました 地区大会での

「 のこころ、 ータ ーの 仕」とし

て元 理事 家 、 のお話を

いただきました中から してお えいたしま

す。

　 ータ ー は れる 業をお ちの
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方 の まりであります。私は、お世話になっ

た 業を ってどう世の中に帰していく事が出

るか。そういう思いを体で受け入れられるよ

うになってきました。人間にとって 仕とは

であろうか。自分を超えての 仕、自分を に

してす てを 仕に げるとは、 も 仕する

者にその いがある。その 仕と いとは で

あるか

　 ータ ーは全てが善意であり善意を って、

世の に自分の 業を て 仕していく事が

大事であるとの思いがあります。私の 業は

です。お を て自分の 業を てどの

様に世の中に 仕していったら いだろうか。

の は500年前に武家であり、 人と

して一つの の を興しました。 は 和的

な 体 でありますが、 合的な日本の

体 はもっと から日本に引き がれてきまし

た。お をも という事は、中国から入って

きました。 という は、２０００年前に中国

で こっていた であります。 もお が中国

で盛んであったのは、 から の時代であり、

年 の時代、 という人が中国でお を

広めた人です。 が初めてお を んだ時に、

みの中からお というものの を感 、「新

残る し」としました。 し、お を

と んではいかんのです。お を ためには、

静かに、 り、 というものを わいながら

めば自分の体の になる、という事を の中

で えています。一 のお が心 を える。

するという事で自分の体を ント ー で

きる。お の り、 が心を安定させてくれる。

そう思うと人 の になるのが、一 のお で

あります。 になるお でなかったら今日まで

わってこない。自分の心の中を える、そう

いう意 の一 のお であります。 になるお

でなかったら、今日まで わってこない。自

分の心の中を える。そういう意 の一 のお

であります。「ありがとう」とお手前の人に感

謝する。お をいただく時にお を し

たら いのか かれるが、正 を けて めば

よい。それは 下がることで つかる事が

けられる。前に出たら つかるのです。皆がお

を く ちでち っと下がる ちでお

を す。そして 間的に省みる。そして静か

にお を く。さすれば、 つかる物も つか

らない。一 のお の つ「和」の意、和の和、

やか、こうした和が大事なのです。中国から

時代に入って たお は、 な方 が

お として いられましたが、 安 にな

ると広く一 に広がり、時代が 族社会から武

家社会になり、武士は主 や所 、家族を る。

そういう意 において、 時代に武士 とい

う一つの が 生え、後に入ってきた の

を受けて武士 が興る。 は全て自分を

にし、 にする事で の中からものを つめる

と きました。武士 には、結びつきやすい、

もってこいの であった。でも、それではな

かなか自分の心が収まらない。そこで が

いたのがお であります。 に える。 のお

下がりを自分たちが する事によって、その

一 のお と一体 してくる。一体 してくる

ことによって というものから を生み出して

いくという一つの方 が生まれてきました。そ

れは かと言うと、 （人と人とのつながり）義

（義理、人情）礼（ 心、相手を う礼 ）（

力）信（お いを信 あう）であります。

　日本は「情」情けの です。それを実行す

る には自分を 長させなければならない。情

けというものを自分の本命ににする に、 の

を武家社会が いたのであります。

・少し い事がありました。　 

・タ の ーに行って ます。　 

　前　 　　６４２，６５２
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来賓卓話「更生保護にかける想い」
　　　　　　　　　　留萌地区保護司会

　会長　吉田　俊昭 様

　会員皆様が健やかに新しい年を迎えられたこ

とを心よりお喜び申し上げます。ただ今ご紹介

いただきました、留萌保護司会会長の吉田と申

します。本日例会にお招きいただき、誠にあり

がとうございます。保護司会協力組織部長とし

て活躍されている武田さんからのお誘いがあり、

戸惑うことなくお引き受け致しました。

　と言うのも、法務省旭川保護観察所からは、

常日頃から諸団体と手を携えて更生保護の意義

を理解してもらう事に尽力してほしいとの指導

助言があります。このような機会をいただき、

感謝とお礼を申し上げます。

　本題に入りますが、私は保護司に任命されて

まだ３０年程度です。お手元に更生保護に関する

パンフを配布させていただきましたので、パン

フと重複しないようにお話をさせていただきま

す。初めに更生保護の歴史についてお話します。

　明治２１年に静岡県の金原明善と大分県の川村

矯一郎のお二人が、「静岡県出獄人保護会社」を

設立し、免囚保護が更生保護の創始者と言われ

ております。

　金原は実業家、川村は福沢諭吉と同郷の大分

県中津藩の下級士族です。川村は大阪で木戸孝

允（桂小五郎）という歴史上の人物を暗殺しよ

うとしましたが、相手が強くて負けてしまい、

静岡県監獄署という刑務所に２年間収容され、

明治１３年に出所、その時に金原と出会いました。

金原は静岡県で天竜川の治水事業など手広く手

掛けており、川村は金原のもとで一生懸命がん

ばり、認められて静岡県監獄署の副署長になり

ました。元受刑者の川村が懲役１０年の粗暴な男

子受刑者を立ち直らせるために、一生懸命に指

導し、その男は「どんなことがあっても、もう

悪いことはしない」と川村に約束して出所しま

した。その男は、待っているはずの奥さんが別

の男と結婚していて、家族・親族も相手にせず

「どこかに行ってくれ」と男を受け入れず、男

は悔しくて、もう一度悪いことをしてうやろう

と思ったが、川村副署長との約束を思い出し、

再犯は思い留まったものの、川村宛てに「自分

はこのような事情で」と遺書を残して自殺をし

てしまいました。

　川村は金原に会い、「獄舎で一生懸命に矯正

指導したにも関わらず、出所したあと帰る家が

なく、仕事もなければ立ち直りは難しい」と訴

えた結果、金原は「それではいけない」と「静

岡県出獄人保護会社」を設立し、静岡県で出所

した人の相談、仕事の世話などを始めたのが明

治２１年で、以降、各地で同様の運動が始まりま

した。明治時代以前は、犯罪者は「追放」との

考えが、明治に入り少しずつですが、刑罰に対

する考え方や社会復帰に対する考え方が、追放

ではなく「どのように社会に戻すか、立ち直ら

せるか」との考えに変わってきました。

　次に、現在の更生保護についてお話をします。

　現在の更生保護のスタートは、戦後の混乱期

から復興期へと立ち上がっていた昭和２４年に新

しい制度（犯罪者予防更生法公布）をもっと盛

り上げようと、翌２５年に東京銀座の商店街の皆

さんが「矯正保護キャンペーン」を行い、同年

５月には、保護司法が公布されました。翌２６年

からは、法務省が主唱して全国的に「社会を明

るくする運動」として取り組み、その受け皿が

全国各地の保護司会です。

　保護司は誰でもなれますが、保護司法には全

国 52，500人を超えないものとし、法務大臣の

委嘱となっています。社会的信望や熱意、時間

的余裕、生活の安定、健康で活動力のある人と

なっていますが、委嘱できない場合もあります。
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３つの があります、１つは 年後 人

や 保 人、２つ は 以上の刑に された

人、３つ は 社会的暴力を主 する人です。

ただし、２つ の は、刑法の 定により刑

期 後一定の年 を すると刑の が

３４ の２で 定されています。刑罰の 容によ

り 年 は、２年 ５年 １０年となっていま

す。 意しなければならないのは、例えば

法で 度超 ３０キ ー ーなどの

の場合は、 の となります。保護

司委嘱後も、２年ごとの再任 でも され、

委嘱が解かれる場合があります。

　このように誰でもなれる保護司ですが、

だけは しい がされます。 者とし

て 書を き、旭川保護観察所での本 の

前に で 下された事例もあります。もう

年で時 する期間でしたので、ご本人は

大変な 惑をかけた事例があります。しかし、

こんな事例もあります。少 時代に犯罪を こ

し少年 に収容されましたが、 で保護観

察 きとなり、その時に 保護司と出会い、

立ち直らせてもらった。今は結婚もして家族も

いる。自分も保護司になり更生保護活動で

ししようと 心し、刑法の を 認し、現在

は保護司として活動している全国事例も紹介さ

れています。

　委嘱された保護司は、 常 の国家公務員で

です。法 の 定により ・留萌・小

の１ ２ が留萌保護区として、留萌地区保護

司会を組織しており、その定 は４人です。

県には、１か所の保護観察所が設 されて

います。 は が広いため、旭川の に

・ ・ の４か所に設 されています。

　保護司に委嘱されるまでの れですが、 年

５月と１１月の２ です。 ず、 会の保護司

定委員会を し、 員や 任予定者から

を 認し、保護司から 予定者を 、

委員会に し、 する 者を めて、

一した 明 を し、 前の がった方

と を 始をします。 の 認をして

よいとの 書を き、５月委嘱分は１月 ま

でに保護司としての 紹介を旭川保護観察所

に 出し、一定の 後、 がされ

て 者本人に し、 歴書などの 出を受

けて、 の 所であれば 長と保護司会長

で、保護司 申 を行い、観察所 に設

されている「 委員会」に って、結果を

更生保護委員会に し、 の観察所（

・ ・ ）からの と合わせて、法務

省に 出、５月の委嘱となり、委嘱 と保

護司初任 が行われ、 分 明書、保護司

の を受けます。

　保護司の仕事は、 保護観察 の実 です。

刑務所や少年 などから 放や に け

ての 元引受人などの受け入れ を える

「 」という業務があり、 出所者、

者、 所での刑の保護観察 き 行 予

者を月２ ３ の ・ の保護観察を実 、

指定された 書を月１ 観察所に 出します。

保護観察期間は１ ２年です。ここ 年、留萌

保護区では保護観察・ ともに、年間６

ほどで しており、 少 は 地区も

同様の にあります。 って保護司に委嘱さ

れたものの、今だ保護観察・ を し

たことのない人は、 会では全体の３０ 強の約

１５人ほどです。いつでも できるように、旭

川保護観察所の観察 を にして法定 が

年４ 行われます。また、 月機関 「更生保

護」という 子が各保護司に 別に配布されま

す。 容は保護観察についての、対 者との

談 法などです。私たち保護司の 的

本ですが、やはり実 に るものはありません。

いつでも できるように保護司は日 力を

しています。

　 、 の指定は旭川保護観察所から、犯歴

や年 、 所地など考 して、直 が

ります。 は。 が たら ずは引き

受けが原 でしたが、ここ 年では、複

や自 以 での などが実 されており、保

護司に きまとう暗い ー ではなくなって

います。

　 に
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